
（別紙２）

学長候補者推薦に係る経営協議会学外委員又は学内意向調査対象者について

１．経営協議会学外委員

  安達 秀樹  （株）トクヤマ 取締役，常務執行役員

  今村 孝子  山口県医師会 常任理事

  岩田 幸雄  山口放送（株） 代表取締役社長

  梅本 裕英  （株）山口銀行 専務取締役

         （株）山口フィナンシャルグループ 専務取締役

  鎌田  積  一般財団法人日本開発構想研究所 理事

  齋藤 宗房  山口トヨタ自動車（株）代表取締役社長

         テレビ山口（株）代表取締役社長

  下村 輝夫  福岡工業大学長

  田村 浩章  宇部興産(株) 相談役
  藤部 秀則  前山口県副知事

         学校法人香川学園 理事

  益田 隆司  公益財団法人船井情報科学振興財団 業務執行理事

  山本 博巳  (株)日立物流名誉相談役

２．学内意向調査対象者

（１）大学教育職員の教授，准教授，講師及び助教（助教は，本法人に助教として５年以上

  勤務している者及び医学部附属病院の外来医長又は病棟医長の職にある者に限る。）並

  びにテニュアトラック教育職員の教授（テニュアトラック），准教授（テニュアトラッ

  ク）及び講師（テニュアトラック）

（２）教育学部附属学校の校長（特別支援学校長に限る。），副校長（副園長），教頭，主幹

  教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭（主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭は，本法

  人に主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭として５年以上勤務している者に限る。）

（３）次の事務系職員，施設系技術職員，教育研究系技術職員，図書系職員，医療職員及び

  看護職員

  ア 部長，次長，課長，室長(職務附加に係るものを除く。)，事務長，副課長，副室長
   （職務附加に係るものを除く。），副事務長，専門員，技術専門員，専門職員，技術専

   門職員，係長

  イ 副薬剤部長，技師長，副栄養治療部長，副技師長，薬剤主査

  ウ 看護部長，副看護部長，助産師長，看護師長，副助産師長，副看護師長


